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【振替日】　所得税：４月22日（金）　消費税：４月27日（水）

①国税庁ホームページから電子申告
②最高5,000円の税額控除
③添付書類の提出省略

④還付金がスピーディー
⑤24時間いつでも利用可能

確定申告に関するお問い合わせ  庄原税務署　鈎0824-72-1001

確定申告

　住
基
カ
ー
ド
と
は
、住
民
票
所
在
地
の
自

治
体
が
希
望
者
に
発
行
す
る「
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
」の
略
称
で
す
。金
融
機
関
の
キ

ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
と
同
じ
大
き
さ
で
、氏
名
、

生
年
月
日
、性
別
、住
所
な
ど
の
情
報
が
Ｉ

Ｃ
チ
ッ
プ
に
内
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
本
人
確
認
書
類
と
し
て
使
え
ま
す

　B
型〔
顔
写
真
入
り
〕は
、運
転
免
許
証
と

同
様
に
、各
種
手
続
き
の
際
に
身
分
証
明
書

と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。高
齢
者
の
方
な
ど

運
転
免
許
証
を
警
察
へ
返
却
さ
れ
る
前
に

持
っ
て
お
け
ば
、返
却
後
に「
身
分
を
証
明

で
き
る
も
の
が
な
く
て
困
る
」と
い
っ
た
こ

と
が
な
く
な
り
ま
す
。

●
行
政
手
続
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
請
が

可
能
に
な
り
ま
す（
電
子
証
明
書
）

　住
基
カ
ー
ド
内
に
電
子
証
明
証
を
つ
け

る
こ
と
で
、行
政
機
関
な
ど
へ
の
申
請
を
パ

ソ
コ
ン
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
、窓
口
に
行

く
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。（
６
ペ
ー
ジ
の

e
―
T
a
x
な
ど
。）

　ま
た
、第
三
者
の「
な
り
す
ま
し
」や「
改

ざ
ん
」な
ど
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
者

　本
人
ま
た
は
代
理
人（
15
歳
未
満

の
方
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。）※
代
理
人
の
場
合
、委
任
状
が
必
要

申
請
に
必
要
な
も
の

●
印
鑑

●
本
人
の
写
真（
B
型
の
み
）

●
申
請
者
が
本
人
と
確
認
で
き
る
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
）

交
付

　申
請
さ
れ
た
窓
口
で
、本
人
の
み
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
手
数
料
５
０
０
円
必
要
）

※
電
子
証
明
証
を
つ
け
る
場
合
は
別
途

5
0
0
円
必
要
で
す
。

※
本
人
が
官
公
署
発
行
の
顔
写
真
付
の
身

分
証
明（
運
転
免
許
証
な
ど
）を
持
参
し
た

場
合
、本
庁
で
あ
れ
ば
即
日
交
付
、支
所
で

あ
れ
ば
3
日
程
度
で
交
付
し
ま
す
。

※
右
記
以
外
の
場
合
、数
日
後
に
交
付
。た

だ
し
、市
か
ら
郵
送
す
る
照
会
書
に
対
す
る

回
答
書
の
持
参
が
必
要
で
す
。

市
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

鈎
0
8
2
4
‐
7
3
‐
1
1
5
7

ま
た
は
各
支
所
市
民
生
活
室

庄原税務署
からの

お知らせ

確定申告書の作成はインターネットで!!

さらに便利で使いやすく!
ネットでどこでも申告・納税。

e-Tax
国税電子申告・納税システム

e-Tax はメリットがたくさん

●確定申告会場の
　開設日時

庄原税務署２階会議室

個人事業者の消費税・
地方消費税の申告・納税は

３月31日（木）まで

所得税・贈与税の申告・納税は

３月15日（火）まで

※昨年税務署でe-Taxを利用して確定申告書を提出された方は、
　本年の確定申告の際には必要書類と「お知らせはがき」を持参してください。

●ところ

２月16日(水)～３月15日(火)　９時～16時

納税には安心・便利な口座振替をご利用ください

● 

お
願
い

● 

そ
の
他

　市
・
県
民
税
の
申
告
相
談
は
、2
月
16
日

（
水
）か
ら
3
月
15
日（
火
）ま
で
の
1
カ
月

間
で
す
。申
告
が
必
要
と
な
る
人
は
、期
間

内
に
忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　申
告
相
談
の
日
程
お
よ
び
会
場
は
、広
報

１
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
確
認

の
う
え
、必
ず
受
付
時
間
内
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

①
農
業
所
得
の
申
告
を
さ
れ
る
人
は
、必
ず

「
収
支
内
訳
書
」あ
る
い
は「
月
別
集
計
表
」

を
作
成
し
て
当
日
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

②
医
療
費
控
除
の
あ
る
人
は
、領
収
書
な
ど

を
、個
人
別
、医
療
機
関
別
、日
付
順
に
分
け

て
集
計
し
、当
日
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
な
お
、農
業
所
得
の
申
告
を
さ
れ
る
人
で
、

「
収
支
内
訳
書
」あ
る
い
は「
月
別
集
計
表
」

を
作
成
し
て
い
な
い
方
、ま
た
、医
療
費
控

除
を
受
け
ら
れ
る
人
で
集
計
を
し
て
い
な

い
方
は
、申
告
相
談
の
時
間
短
縮
の
た
め
、

会
場
に
お
い
て
、ご
自
分
で
集
計
し
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、時
間
が
か
か
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。あ
ら
か
じ
め
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　申
告
期
間
中
、市
役
所
３
階
の
申
告
会
場

に
、e
―
T
a
x（
国
税
電
子
申
告･

納
税
シ

ス
テ
ム
）に
対
応
で
き
る
パ
ソ
コ
ン
２
台
を

設
置
し
ま
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　庄
原
市
米
価
下
落
特
別
対
策
支
援
制
度

に
よ
る
補
て
ん
金（
J
A
庄
原
出
荷
分
１

袋
当
り
7
0
0
円
お
よ
び
J
A
庄
原
以
外

へ
の
出
荷
分
2
0
0
円
）と
、国
の
戸
別
所

得
補
償
モ
デ
ル
対
策
の
交
付
金
は
、交
付

決
定
通
知
書
の
通
知
日
の
属
す
る
年
の
農

業
所
得
の
雑
収
入
に
該
当
し
ま
す
。

　決
定
通
知
書
の
日
付
を
ご
確
認
の
う
え
、

お
忘
れ
の
な
い
よ
う
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

税
務
課
市
民
税
係

鈎
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ま
た
は
各
支
所
市
民
生
活
室

米
価
特
別
対
策
補
て
ん
金･

戸
別
所
得
補
償
交
付
金
は
、

農
業
所
得
の
雑
収
入
で
す

農業者の
皆さんへ

市・県民税の申告相談が

2月16日（水）から
始まります。

住
基
カ
ー
ド
と
は
？

住
基
カ
ー
ド
を
取
得
す
る
と
？

住
基
カ
ー
ド
の
交
付
手
続
き

申
請
窓
口
・
問
い
合
わ
せ

出典／広報誌「総務省」11月号

表面の記載事項は氏名のみ

Ａ型 〔顔写真なし〕

２種類があります

表面の記載事項は氏名・住所・生年月日・性別

Ｂ型 〔顔写真入り〕

住民基本台帳カード

お持ちですか?

住基カード市民生活課戸籍住民係　鈎0824-73-1157


